
令和 7 年 5 月 21 日 

東 北 地 方 整 備 局 

仙台河川国道事務所 

 

一般国道４号（高里
たかさと

橋
ばし

） 

終日片側交互通行規制のお知らせ【変更】 
 

 

 

 

一般国道４号 高里
たかさと

橋
ばし

（宮城県栗原市高清水熊野堂地内）

において橋梁補修工事のため、終日片側交互通行規制を行

っていますが、当初の想定より損傷範囲が拡大していたこ

とが判明し、土日の交通開放が困難になりました。 

このため、終日片側交互通行規制を土日も含めて行うこ

とに変更いたします。 

通行される皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解と

ご協力をお願いいたします。 
 

● 規制場所：一般国道４号 高里
たかさと

橋
ばし

 

（宮城県栗原市高清水熊野堂地内） 
 

● 規制内容：終日片側通行規制（土日を除く）→(土日を含む)  

※特殊車両の通行規制は行いません。 

 

通行規制に関する詳しい内容は 

「別紙：一般国道４号 通行規制のお知らせ」をご覧ください。 

 

● 規制日時：令和７年５月１９日（月） ９：００ から 

       令和７年６月２７日（金）１７：００ まで 

                     
 

 

【記者発表先】：宮城県政記者会、東北電力記者会、東北建設専門紙記者会 
  

＜問い合わせ先＞ 

 

国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 

 古川国道維持出張所長 髙
たか

泉
いずみ

 賢
けん

  TEL ０２２９－２２－１４２１ 
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